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焼津市立大富中学校いじめ防止基本方針 

 

 

【重大事態】「焼津市いじめ防止等のための基本的な方針」に基づき、事実確認の結果を直ちに焼津市教育委員会に報告し、連携して対処する。  

【目指す生徒像】 

互いを信頼し合う人間関係を築く中て、自尊感情を高めるとともに、規範意識

や人権感覚を身に付け、健やかな心をもった生徒 

【いじめ対策委員会】  ≪目的≫いじめ問題に組織的に取り組むことを目的とする。（常設） 

【構成】管理職、主幹教諭、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、SC、SSW 

・事案に応じて、柔軟に構成員を拡充する。 

・取り組みの実施状況を学校評価の評価項目に位置付け、取り組みの改善を図る。 
【校内研修等】【実践力の向上】 

・いじめ問題に関する実践的な研

修を行う。（SC、SSW による事

例研究やカウンセリング研修、夏

季休業中の外部講師による研修） 

・研修部の推進する授業改善、学

習部の学習規律指導により相手を

尊重しながら学ぶ場を構築する。 

【PTA・地域との連携】 

【信頼関係の構築】 
・いじめを把握した場合、速やか

に保護者に報告し連携を図る。 

・学校に寄せられる情報に対し、

誠意を持って対応する。また、保

護者や地域の方と連絡協議の場を

もつなどして積極的に連携する。 

【教育相談体制】 

【いつでも、どこでも、誰とでも】 

・日常的な相談 

・相談期間の設定による相談 

（学級担任、担任以外誰とでも） 

・SCや心の教室相談員への相談 

（予約・随時両面で対応） 

・学校外相談機関の積極的な周知 

【関係機関等】 

【情報共有・協力・支援】 
・焼津市教育委員会 

・焼津市こ相セン、中央児相 

・焼津市青少年相談センター 

・焼津市適応指導教室 

・焼津警察署、焼津市立病院等 

【生徒指導体制】【いじめは、どの学校、どの学級、どの子にも起こりうるとの前提

のもと、一部の教職員で抱え込むことがないよう、組織で対応する。】 

【学校を挙げた対応】校長のリーダーシップのもと、教職員の役割分担や責任の明確

化を図り、密接な情報交換による共通認識のもと、全教職員が一致協力して指導にあ

たる。また、必要に応じて心理・福祉の専門家を交えケース会議を開催し、対応する。 

【未然防止の在り方】 

【いじめが起こりにくい雰囲気作り】 
① 学級経営の充実 

・教師の受容的、共感的な態度 

・よさが発揮され互いを認め合う集団 

② 生徒指導の機能が生きる授業 

・自己決定、自己存在感、共感的人間

関係のある授業づくり 

・楽しくわかる授業、学び合いの保障 

③ 主体的に問題を考える場の設定 

・自治的活動、縦割り集団の活用 

④道徳・特別活動の充実 

【早期発見の在り方】 

【信頼関係の構築・的確な実態把握】

①教職員による観察、情報交換と共有 

・日常生活の中で生徒理解を深める 

・友人関係、生活、問題行動、発達障

害等の情報交換と共有 

②アンケート等による定期的な把握 

・年９回のアンケート実施 

・生活ノートの活用 

・保健室、相談室の情報の活用 

③教育相談体制の整備 

・保護者の悩みも積極的に受け止める 

 

【早期対応の在り方】 

【いじめ対策委員会の機能を生かす】 
① ケース会議の実施（アセスメントと
プランニング） 

・全体像の把握と対応方針や指導計画

役割分担の決定 

・解決に向けた支援と指導の実施 

（被害生徒への支援、加害生徒への指

導、周囲の生徒への指導、保護者へ

の対応） 

② 関係機関との連携 

・必要に応じて連携した指導の実施 

【継続支援の在り方】 

【再発防止のための見届け】 
① 保護者との連携による経過観察 

・随時入手した正確な情報や指導状

況を連絡 

・信頼の回復、安心感の醸成 

② いじめ対策委員会による検証 

・指導の効果の検証 

③ 関係機関との連携 



 

 焼津市立大富中学校 いじめ防止対策年間計画  
月 ① 組織・連携・研修・評価 等 ② 未然防止 ③早期発見・対応と継続的支援 

４ 

【P】いじめ対策委員会の設置（常設） 

【P】いじめ問題への職員間の共通理解 

【P】生徒理解研修会の実施 

【P】保護者へいじめ対策について周知 

【C】いじめをなくすアンケート① 

                

学級開き（人間関係づくり･ルール

づくり） 

縦割り集団による新入生への校歌

指導 

一学期の目標を通しての自己啓発

と集団生活の基本づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

【D】市生徒指導研修会での情報交換 

【D】職員会議での情報交換 

【D】静岡県生徒指導研究協議会 

【C】いじめをなくすアンケート② 

 

 

 

 

家庭訪問 

６ 

【D】市生徒指導研修会での情報交換 

【D】大富地区民生児童委員小中連絡会 

【D】職員会議での情報交換 

【A】指導体制等の検証 

 

いじめ防止意識の向上（道徳） 

情報モラル教育（技術科） 

縦割り集団での長縄大会 

 

 

７ 

【D】保護司との連絡会 

【D】学校評議員会① 

【C】いじめをなくすアンケート③ 

１学期の振り返り 

夏期休業前指導での啓発 

教育相談の実施 

 

 

８ 

【D】小中合同研修会 

【A】生徒指導や規範意識の向上に向け

た生徒指導研修会の実施 

生徒の実態に合わせた家庭訪問･

電話連絡･学習支援 

職員、PTA生活指導部による地域

巡回の実施 

 

９ 

【D】職員会議での情報交換 

【C】いじめをなくすアンケート④ 

体育大会とその練習を通して人間

関係の深化を図る 

２学期の目標を通しての自己啓発 

 

10 
【C】いじめをなくすアンケート⑤ 文化学習発表会を通した人間関係

づくり 

 

11 

【D】道徳指導研修会への参加 

【D】職員会議での情報交換 

【D】学級懇談会での保護者へのいじめ

対策についての説明と啓発 

【C】いじめをなくすアンケート 

前期の振り返り 

後期の目標を通しての自己啓発 

いじめ防止意識の向上（道徳） 

 

12 

【D】学校評議員会② 

【A】学校評価アンケートを活用し、い

じめ防止の指導体制や環境を振り

返り取り組みの改善を図る。 

【C】いじめをなくすアンケート⑥ 

２学期の振り返り 

冬期休業前指導での啓発 

教育相談の実施 

 

１ 

【D】大富地区民生児童委員小中連絡会 

【C】生活向上アンケートの実施④ 

【C】いじめをなくすアンケート⑦ 

 ３学期の目標を通しての自己啓発  

２ 
【C】いじめをなくすアンケート⑧ 新年度の組織づくりのための人間

関係の実態把握 

 

３ 

【A】学校関係者評価委員会 

【A】1 年間の取り組みの検証と新年度

のいじめ防止対策についての検討 

【C】いじめをなくすアンケート⑨ 

３学期の振り返り 

新年度の組織づくりのための人間

関係の実態把握 

小中連携での情報収集 

次年度の支援方法についての職員間の

協議 

  
生徒会本部による縦割り活動の推進  

【毎月の実施】 

・情報交換および対応の協議 

（生徒指導部会は毎週１回の実施） 

・SSWによる支援 

・PTA あいさつ運動 

・生活ノートなどの点検を通しての情

報収集 

・ネットパトロールへの対応 

《随時》 

・個々のケース会議の実施 

・家庭訪問や三者面談 


